
不動産オーナーの皆様へ 

 

  テレワークの導入で、市内にオフィスを開設する首都圏企業が増えています。 

  お持ちの賃貸用のオフィス物件がより魅力を増すよう改修（リノベーション）しませんか？ 

 
 
 

補助対象事業 

・市内にあるオフィス物件をテレワークに対応したサテライトオフィスや 

 コワーキングスペース等として賃貸することを目的に改修（リノベーション）

 するもの。 

・改修（リノベーション）後、５年以上継続して所有する見込みがあるもの。

補助対象経費 
及び 

補助額 

補助対象経費 補助率 補助額 

〇工事費（セキュリティ対策を施したインターネ

ット環境整備、WEB 会議室整備、コワーキング

スペース整備、電気・電話配線整備、空調整備、

上下水道管整備、ガス管整備、内装整備、機械警

備システム整備、予約・入退店システム整備、感

染症防止対策など） 

〇施工管理費 

〇備品購入費（机、椅子の購入など） 

２分の１ 

上限額 

３００万円 

(下限額100 万円※） 

対象期間 
令和５年３月１０日（金）までに事業が完了するもの 

※予算額を超える申請があった場合は、期間内であっても受付終了となります。 

※補助対象経費が200 万円（補助率1/2 をかけた値が100 万円以上）に満たない場合は御利用できません。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
長岡市役所 商工部 産業立地課 
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補助制度の概要（長岡市テレワーク対応型賃貸用オフィスリノベーション補助金） 

補助金お支払いまでの流れ 

問合せ先 

お持ちのオフィス物件の魅力を高める補助金があります！ 

まずは御相談ください！ 

随時受け付けています。 

【提出期限】 

令和５年３月１０日（金） 

令和４年度も継続します！


